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第５期事業・令和５年次
鶏卵生産者経営安定対策事業の概要
予算総額５１．７億円で基金化継続中
　　　　　　　　　　　《変更された内容》
１．鶏卵価格差補てん事業部分
１）国庫負担割合が１：７（１２．５％）から１：５（１６．７％）に増額

２）補填基準価格が２０９円、安定基準価格が１９０円に引上げ

２．空舎延長事業部分

１）空舎期間１２０日以上１５０日未満（６３０円、９３０円）新設

２）出荷期間３０日前後を４０日前及び４０日後に拡張

３）１月は農林水産省と協議の上、発動するか否かを決定する
  【鶏卵価格差補填事業】

成鶏更新・空舎延長事業の安定基準価格を下

[価格] 回った期間でも加入者全員に補填実施される

← 標準取引価格

｜←　―　―　―　→ ｜ 　　　　　補てん基準価格

｜ 　　 ｜ 　　　　　　２０９円/ｋｇ

差 額の９割補填 ｜ 　　 ｜

｜ 　　 ｜

｜ 　　 ｜ 　　　　安定基準価格

[成鶏更新・　｜  　｜　　１９０円/ｋｇ
空舎延長事業]｜←－－ 　   ーー→｜

　｜４０日前 　 ４０日後｜ 成鶏を出荷した後、

　｜奨励金の対象となる成鶏の出荷期間 　｜６０日以上の空舎期間

　｜ 　｜を保つ事



１．補填基準価格は ２０９円/ｋｇとする。

２．安定基準価格は １９９円/ｋｇとする。（補填基準価格の９１％とする）

３．標準取引価格が補填基準価格を下回った場合、差額の９０％を補てんする

　　が、安定基準価格１９０円/ｋｇまでとする。

    従って、補てんされる最大価格は以下の金額となる。

　　（２０９円/ｋｇ―１９０円/ｋｇ）×０．９＝１７円１０銭となる。

４．安定基準価格を下回って、成鶏更新・空舎延長事業が発動している期間で

　　も規模の大中小に関わらず、加入者全員に補填は実施される。

５．安定基準価格を下回った日から、４０日遡った日の間で出荷した鶏群から

　　安定基準価格を上回った日より、４０日後までの間で、既に出荷を予約している事

　　の証明できる加入者は成鶏更新・空舎延長事業に参加できる。

６．当該事業の積立金、協力金はプール管理となっているので３ヵ年の基本契

　　満了時に残った場合、１ヵ年相当分残して返還される。

鶏卵生産者経営安定対策事業の仕組み
国

　「生産者：国＝５：１」 　　　　　「生産者：国＝１：３」

鶏卵価格差補填事業 　　空舎延長事業

１０万羽以下の

 生産者奨励金    ３１０円/１羽以内

差額の９割を補てん 未定　円 未定　円 　９０日以上　　１２０日空舎で６２０円

１２０日以上　　１５０日空舎で９３０円

　　 積立金 協力金 １０万羽以上の

 生産者奨励金       ２１０円/１羽以内

　９０日以上　　１２０日空舎で４２０円

１２０日以上　　１５０日空舎で６３０円

 処理場奨励金    ４７円/１羽以内

　　加　入　生　産　者



鶏卵生産者経営安定対策事業に関する県支援継続の予定

１．鶏卵価格差補填積立金への支援額３８．１銭

　　１０万羽迄の契約数量に対して上限額５４８千円～６８５千円

２．成鶏更新・空舎延長事業協力金への支援額１．９銭

　　１０万羽迄の契約数量に対して、上限額　２７千円～３４千円

経営規模１０万羽迄は家族経営で、それ以上が企業経営とする

　　　　　　　１０万羽未満の加入者算出方法は

　　　年間契約数量×（３８．１銭＋１．９銭）＝県助成金総額

飼料価格高騰に伴う県内畜産農家支援対策継続される

愛知県は、畜産農家支援対策第３段を実施するとの事！！

令和４年１０月～令和５年３月末迄の飼料安定基金契約農家に

対して補助金交付を決定し、３月中に補填する見通しとなった。

国庫補助金は令和４年１０月～１２月分として６，７５０円補填が

令和５年２月中に実施される事が決定している。

令和５年４月以降の「飼料価格は高止まり」と予想される事から

愛知県に対しては飼料価格支援予算の継続を申し入れている

又、国に対しては

１．令和５年４月～９月に対する支援を前年同額の実施

２．配合飼料価格差補填事業の生産者及び飼料メーカー積立金

　　負担増とならないよう国庫予算を増額して事業の継続が可能

　　となるよう要請書を議員方へ提出した

令和５年度機械導入事業参加要望調査が開始された
１．経営改善計画に沿った「導入機械装置の見積書・カタログ」を準備

２．販売額の５％以上の増加か生産コスト５％以上削減の目標設定

３．県窓口の畜産協会へ「２月１５日」迄に「要望調査票」が提出出来る

　　ように当協会宛届けてください



県内で１１年振りに高病原性鳥インフルエンザ確認

令和４年１２月に採卵農場とアイガモ農場で高病原性鳥インフ

ルエンザが１１年ぶりに確認され殺処分された。

令和５年１月６日に移動制限措置も解除され、経営再建開始

《愛知県の対応》

１．移動制限・搬出制限区域内家きん農家（４０軒）に消石灰・

　　パコマ等の消毒資材無償配布・・令和４年１２月２７日実施

２．愛知のにわとり・タマゴ消費拡大実行委員会の設置と風評

　　被害防止対策イベントの開催を決定した

１）令和５年１月１１日：大村知事が「親子丼とたまごかけご飯」食事会

　　開催し、県庁食堂等で職員方へは昼食として提供された

２）２月１２日「道の駅とよはし」で３月１２日「金山コンコース」でイベント

３）県内全家きん農家に「消石灰無償配布で消毒の徹底」を呼び掛け

４）発生農家の経営再建が早々に実行できるよう全力で支援開始する

《豊橋市の対応》

１）令和５年１月１１日：浅井市長が「親子丼とたまごかけご飯」食事会

２）１月２８日「道の駅とよはし」で風評被害対策「とりたまフェス」を開催

《（一社）愛知県養鶏協会の対応》

１．「埋却」された処分鶏の３～４年後の「焼却」実施を要請する

２．鳥インフルエンザ見舞金制度事業の発動！！

１）契約書第５条（見舞金支払い）に則り、「殺処分措置契約農家に対し

　　処分羽数か契約羽数か少ない羽数に年間掛け金単価２円×１０」を

　　１契約農家に支払う

２）契約書第５条（見舞金支払い）第２項に則り「移動制限措置契約農家

　　に対し契約羽数に年間掛け金単価×１/２」を採卵鶏５契約農家、鶉

　　４契約農家、肉養鶏１契約農家に夫々に支払う


